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甲府市農業委員会５月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成２９年５月２７日（木曜日）午後２時００分から２時５５分  

 

２．会  場  甲府市南公民館  

 

３．出席委員（32名） 

  会長・西名武洋 会長職務代理者・山本光信 会長職務代理者・田中寿雄 

   委  員 

1番 山中 和男  2番  森 信二  3番 向山 章夫    4番 栁澤 榮 

6番 保坂 敬夫   7番 植田 泰    8番 花形 滿寛   10番 植田 年美  

11番 長田  淳  14番 井田 慶喜 15番 福島 昌之   16番 大塚 義久  

17番 飯沼  博  18番 宮沢 幸洋  19番 堀井 公雄   20番 柿嶋  敦  

21番 五味 一豊  22番 土屋三千雄 23番 桑本袈裟康  25番 土橋 吉次   

26番 土屋 正人  27番 三神富太朗 28番 隺田 勝    29番 關野 登   

30番 長塚 吉夫  31番 芹澤  章  32番 萩原 斉   33番 長田 孝夫   

35番 中川 貴子 

４．遅刻委員（1名） 

12番 萩原 為仁 

５．欠席委員（2名）  

9番 米永 健治 34番 萩原 靖彦 

 

６．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長 青木 進 

農地係 係 長  田中 紀雄 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

  振興係 係 長 岡  正己   

            技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５条の規定による競・公売適格証明願いについて 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 平成２９年６月告示分農用地利用集積計画について 
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 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第５条による競・公売適格証明願いについて 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 返納届について 

報告第６号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後２時００分 開会 

 

○事務局（田中係長） 

    それでは、ただ今から、平成２９年度５月定例総会を始めます。 

本日の会議は、定数３５名中３２名が出席し過半数に達しておりますので、農業

委員会等に関する法律第 27 条第 3 項の規定により、この会議が成立していることを

ご報告いたします。 

総会に先だち、会長より「あいさつ」をいただきます。会長よろしくお願いいた

します。 

 

○議長（西名会長）挨拶略 

こんにちは、５月の定例総会にご出席いただきありがとうございます。 

《以下 挨拶 略》 

 

○事務局（田中係長） 

    ありがとうございました。 

それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議長を務め会議を進め

て参ります。 

会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

    ただ今から、甲府市農業委員会５月定例総会を、農業委員会等に関する法律並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

最初に、５月定例総会の議事録署名委員ですが、８番の花形滿寛委員、それから

１０番の植田年美委員のお二人にお願いを致します。 

それでは、議事に入ります。 

    議案第 1 号農地法第５条による競・公売適格証明願いについてを議題とします。

事務局から説明してください。 
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○事務局（佐野係長） 

それでは説明に入らせていただきます。 

今月は第 5 条の競売適格証明願が 5 件ございます。競売や公売の物件で登記地目

が農地である場合、参加者は入札に先立って 5 条の許可の適格者であるという証明

を受ける必要があります。今回の願出人は競売地を○○○○として転用したいとい

う方の 5条の資格審査を求めるものです。 

議案書 1ページの 1～4番、地図は 1ページの 5条№1～4競･公売適格証明の 

5-1～4 をご覧ください。 

競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。 

上町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は転用許可済み用地、南

面･西面は農地、北面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断いたしました。 

それぞれの願出人は、○○○及び○○○を経営しており、競売地を取得し、○○

○○として使用したいとのことです。 

また、議案番号 4 番の願出人については、個人名でありますが、○○○○○○を

経営し○○○○○○となりますので、○○○による確認が出来ないため、過去 3 年

間の○○○○○○により、○○○としての○○の確認が出来ております。 

続きまして議案書の 5番、地図は 2ページの 5条№5競･公売適格証明 

をご覧ください。 

競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。 

中道橋北交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･北面は農地、南面は

宅地及び用悪水路、西面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断いたしました。 

願出人は○○○を経営しており、競売地を取得し○○○○として使用したいとの

ことです。 

なお、この適格証明とは、入札の参加資格と 5 条許可申請の資格を見極めるもの

であり、農地の取得及び転用を許可するものではありません。現時点において、願

出人が落札できるかわかりませんので、正式な 5 条許可につきましては、開札し落

札者が決定した後に、あらためて申請書が提出されることとなります。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局から一通り説明が終りました。 

    次に地元委員より補足説明をお願いいたします。 

    １番から４番の案件は、山城地区の關野委員にお願いいたします。 

○山城地区委員（關野委員） 

    １番から４番の案件につきましては、図面の網掛けのある所が、今回の申請地で

す。既に、この東側に住宅があります。この北側と南側に証明がでており、これが

最後になると思われます。今回の案件は○○入っており、7月から競売で、どなたか
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が落札し、5条申請が行なわれると思います。なお、ただ今、事務局で説明がありま

したとおり、資格については問題ないと考えております。 

○議長（西名会長） 

    それでは 5番の案件について、向山委員お願いします。 

○山城地区委員（向山委員） 

    5番ですが、事務局の説明のとおりで、間違いないです。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より説明が終りました。これから質疑に入ります。 

    ご質問のある方は挙手をしてお願いします。 

    《 異議無しとの声が委員からあり 》 

○議長（西名会長） 

    今、異議無しとの声が、委員からありました。 

    決議をして、よろしいでしょうか。 

    《 反対意見無し 》 

○議長（西名会長） 

    それでは、賛成される方は挙手をお願いします。 

    《 全員挙手 》 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、議案第 1 号については、証明書の交付を

してまいります。 

    つづきまして、議案第 2 号農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の 4条許可申請は 5件になります。 

議案書 2ページの 1番、地図は 3ページの 4条№1をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

白井河原橋南詰交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路及び農

地、南面は宅地及び農地、西面は農地、北面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

申請人は、○○○○○○に切り換えるため、平成○○年 6月から一時転用による

○○○○を継続しているが、知人に無償で○○○○○○○○○してもらっているこ

とから、施工完了までに長期間を要しているとのことであり、再度一時転用許可を

受けて、○○○○を継続したいとのことです。 

なお、一時転用期間は許可日から 1年間となります。 

続きまして議案書の 2番、地図は 4ページの 4条№2をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 
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白井河原橋南詰交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路及び農

地、南面･西面･北面は農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

申請人は、○○○○○○に切り換えるため、平成○○年 6月から一時転用による

○○○○を継続しているが、知人に無償で○○○○○○○○○してもらっているこ

とから、施工完了までに長期間を要しているとのことであり、再度一時転用許可を

受けて、○○○○を継続したいとのことです。 

なお、一時転用期間は許可日から 1年間となります。 

続きまして議案書 3ページの 3番、地図は 5ページの 4条№3をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

北庚申橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面は道路、西面･北面は

宅地となっています。 

農地区分は、第 2農地と判断しました。 

申請人は、申請地の○○○○○○、申請地を昭和○○年頃から転用許可を取らな

いまま○○○○し使用してきたが、申請人は○○となり昨年 3 月から○○○で暮す

○○○○○に引取られた。申請人の○○○○○○したが、申請地については申請人

らが引続き○○として使用していくと共に、空いたスペースを○○が○○○○○○

○○として使用したいとのことから、始末書を添付しての申請になります。 

続きまして議案書の 4番、地図は 6ページの 4条№4･5の斜線で示した 4-4 の箇所

をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

上井川橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面･北面は農地及び宅地、

南面は道路となっています。 

農地区分は、第 2農地と判断しました。 

申請人は、昭和○○年頃から転用許可を取らないまま、宅地の一部として使用し

てきたことから、今回始末書を添付しての追認申請となります。 

引続き関連案件となります。議案書の 5 番、地図は代わらず黒塗りで示した 4-5

の箇所をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

上井川橋から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面･北面は道路、西面は

農地及び道路となっています。 

農地区分は、第 2農地と判断しました。 

申請人は、昭和○○年頃から転用許可を取らないまま、道路の一部として使用し

てきたことから、今回始末書を添付しての追認申請となります。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局からの説明が終りました。 

    次に、地元委員から補足説明をお願いします。 
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    1番から 2番の案件は、中道地区ですので土屋三千雄委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    詳細については、事務局の説明のとおりです。以上です。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、中道地区の３番の案件を長田孝夫委員にお願いします。 

○中道地区委員（長田孝夫委員） 

    この案件ですが、上向山の集落の中心にある農地で、事務局の説明のとおり何ら

問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

    4番と 5番の案件は、相川地区ですので、山本職務代理にお願いします。 

○相川地区委員（山本職務代理） 

    4番、5番につきまして、補足します。この土地の所在地と持ち主が、地域から離

れており、相続した土地を長い間放置していました。農業を振興するよう指導もし

ましたが、○○○○○になっており、○○○○であるよりは、周囲に迷惑をかけな

いということを前提として、この方法で処理させていただきたいということです。 

    よろしくご審議の程お願いいたします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員から説明が終りましたので、質疑に入ります。 

    ご質問のある方は、お願いします。 

    《 異議無しとの声あり 》 

○議長（西名会長） 

    それでは、異議無しという声がでましたので、ここで採決をさせていただきます。

賛成される方は挙手をお願いします。 

    《 全員挙手 》 

○議長（西名会長） 

    全員の賛成をいただきましたので、議案第 2号の内 1番の案件につきましては、

1,000㎡以上の案件ですので、許可相当ということで、県農業会議に諮問をしてまい

ります。それ以外の案件は、1,000㎡未満の案件ですので、許可証の交付をしてまい

ります。 

    つづきまして、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局から説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の 5条許可申請は、所有権移転が 6件、賃貸借が 4件、合計 10件となってい

ます。 

議案書 4ページの 1番と 2番は関連案件となります。地図は 7ページの 5条№1･2

の黒塗りで示した 5-1 と斜線で示した 5-2 の箇所をご覧ください。 
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申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりで

す。 

上阿原交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は転用許可済み用地及

び農地、南面･北面は農地、西面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

賃借人は、主に○○において○○○○○○○○○○○○などを行なっているが、現

在所有の○○○○が不足しており、新たな○○○○を求めていたところ、申請地が立

地条件及び利便性に適していることから、○○○○○○○○○○に転用したいとのこ

とです。 

続きまして、議案書の 3番、地図は 8ページの 5条№3をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりで

す。 

向町二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面･西面･

北面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

賃借人は、申請地の道路を挟む○○○○○○があり、主に○○において○○○○

○○○○○○○○○などを行なっているが、○○○○○○が不足していたところ、

申請地が立地条件及び利便性に適していることから、○○○○○○○○○に転用し

たいとのことです。 

    転用後は、○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5ページの 4番、地図は 9 ページの 5 条№4をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりで

す。 

小瀬スポーツ公園入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、

南面は農地、西面は雑種地、北面は農地及び雑種地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

賃借人は、○○○○○○であり、申請地の○○○○○○○があり○○しているが、

○○○○○に伴い、○○○○○○○○○○○○○○が不足していたところ、申請地

が立地条件及び利便性に適していることから、○○○○○○に転用したいとのこと

です。 

    転用後は、○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書の 5番と 6ページの 6番、7番は関連案件となります。地図は

10 ページの 5 条№5～7 の黒塗りで示した 5-5 と斜線で示した 5-6 と点線で示した

5-7 の箇所をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

下鍛冶屋上橋交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･北面は農地、南

面は宅地、西面は道路及び宅地となっています。 
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農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

譲受人は、申請地が立地条件に適しており、需要が見込まれるため、○○○○○

○○○○に転用したいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書の 8番、地図は 11ページの 5条№8をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

万才橋西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面･北面

は宅地、西面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

譲受人は、申請地が立地条件に適しており、需要が見込まれるため、○○○○○

○に転用したいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 7 ページの 9 番と 10 番は関連案件となります。地図は 12 ペ

ージの 5条№9･10の黒塗りで示した 5-9と点線で示した 5-10の箇所をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

境川サービスエリアから○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面

は道路及び雑種地、西面･北面は雑種地及び農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

譲受人は申請地の○○ｍほど○○で○○○を営んでいますが、現在使用している

○○○○○○○○○○○○がリニア新幹線の用地として買収される見込みであり、

申請地を確保し○○○○○○○○○○○○のため○○○○○○○として転用したい

とのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定であり、地図に斜線で示した転用

済箇所の既存の○○○○○○○○○と合せますと○○○○となる予定です。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局よりの案件の説明が終りました。 

    次に、地区毎に地元委員より補足説明をお願いします。 

    まず 1番から 3番の案件は、玉諸地区ですので、栁澤委員お願いします。 

○玉諸地区委員（栁澤委員） 

    1番から 3番の案件ですが、事務局の説明のとおりで、何ら問題ありません。ご審

議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    ありがとうございました。次に 4番から 7番の案件は山城地区ですので、まず 4

番について關野委員お願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 
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    4番につきましては、○○○○○○○○となっておりまして、今回は南側を○○す

るとのことです。 

    その中で、申請地の間に農地があります。この方はまだ農作物を栽培しておりま

すが、進入路がなくなってしまうので、申請人からも通行できることが前提という

ことで、同意書もあり、問題はないと思います。 

○議長（西名会長） 

    次に、5番から 7番の案件は、萩原斉委員お願いします。 

○山城地区委員（萩原斉委員） 

    5番から 7番の案件ですが、事務局の説明のとおりです。 

    地図からも分かると思いますが、宅地造成が進んでいるところで、○○○○○さ

れているということです。7番の案件につきましては、先月の 3条で農地を求めてお

り意欲的な方です。以上です。 

○議長（西名会長） 

    次に 8番の案件は、大里地区です。三神委員、お願いします。 

○大里地区委員（三神委員） 

    8番の案件ですが、周囲も開発され農地等もほとんどありません。問題ないと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    9番と 10番の案件については、中道地区です。土屋三千雄委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    先般、公民館に地元住民を集めまして、説明会がありました。道路も狭く若干広

げるとのことで、順調に話し合いも進んでおります。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員から説明が終りました。これから質疑に入ります。ご質問のある方はお

願いします。 

《 質問意見無し 》 

○議長（西名会長） 

    意見もないようですので、賛否確認をとりたいと思います。1番から 10番の案件

に賛成される方は挙手をお願いします。 

    《 全員挙手 》 

○議長（西名会長） 

    全員数の賛成をいただきました。 

    それでは、議案 3号の内 1番、2番、5番～10番の案件は 1,000㎡以上の案件とな

りますので、許可相当ということで、県農業会議に諮問して参ります。 

    それ以外の案件は、1,000㎡未満の案件ですので、許可証の交付をしてまいります。 

    次に関連がありますので、報告第１号から第 5号についての報告を受けたいと思

います。事務局より説明してください。 

○事務局（佐野係長） 
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それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 8ページからご覧ください。

先月の総会案件のうち、4条及び 5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結

果、いずれの案件も許可相当との答申を受けました。 

次のページからは平成 29年 4月 19日から 5月 22日までに受理しました各種の届

出を掲載しております。それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきまして

は、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決によ

り交付済みとなっております。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局から報告が終わりました。このことにつきましては、報告事項でございます

が、皆さんからご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

    《 飯沼委員挙手 》 

○議長（西名会長） 

    飯沼委員、どうぞ、ご発言ください。 

○飯沼委員 

    議案第 1号の競・公売適格証明願ですが、違いはどこにあるのでしょう。 

○事務局（佐野係長） 

    議案第 1号については、許可地の証明願でありまして、9 ページは市街化区域の届

出による適格証明の違いです。 

○飯沼委員 

    ありがとうございました。 

○議長（西名会長） 

    他にはよろしいでしょうか。 

    《質問・意見無し》 

○議長（西名会長） 

    それでは、質問・意見もないようですので、この報告第 1 号から 5 号については、

ご了承願いたいと思います。 

 それでは、つぎに、議案第 4 号、平成 29 年 6 月告示分農用地利用集積計画につい

てを議題とします。 

 それでは、議案第 4号の案件について、事務局より説明してください。 

 また、関連がありますので、報告案件第６号についても、併せて報告してくださ

い。 

 

○事務局（吉澤技師） 

平成 29年 6月告示分の農用地利用集積計画の利用権設定につきまして、農業委員、

農地銀行推進員の皆様にご協力をいただきまして、大変ありがとうございます。 

今月は、新規設定 8件、再設定 3件、計 11件の申出がありました。 

議案書は、16ページからになります。こちらの表は、新規設定です。 
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上段の表は今月の案件の内訳、中段の表は年度ごとの内訳、下段の表は、今年度

の月別の内訳となります。 

今月の新規設定は、千代田、山城、中道北、中道南地区からの申出がありまして、

合計面積は 14,420 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 29 年度の目標面積 108,400

㎡に対し、設定面積は 37,534㎡となり、達成率は 35％となります。 

続いて、17ページ。こちらの表は、再設定です。 

再設定につきましては、玉諸、山城、中道南地区からの申出がありまして、合計

面積は 4,764㎡です。中段の表を見ますと、平成 29年度の目標面積 338,200㎡に対

し、設定面積は 38,170㎡となり、達成率は 11％となります。 

それでは、ページをめくっていただきまして、18ページ、１番から 21ページ、8

番までは利用権貸借の新規設定です。 

 18ページ 1番の借り手、貸し手は記載のとおりです。 

所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっており

ます。 

借り手につきましては、新規就農者となる○○○○であります。 

年齢は○○歳、○○○○○○○○○○に勤めていたが、農業に関心があったこと

から、○○○○○○を行うこととなりました。 

就農は○○○○○○○○○○○するということで、販売先については、知人等を

介し○○○○○○○○○○○○へ卸すということです。 

農機具は少々保有しており、足りない部分については、今後購入または、農機具

の貸出制度を活用していくとのことです。 

今後の農業経営を行っていく上での経営計画、農機具の状況、また本人の農業に

取り組む熱意を踏まえ、問題ないと考えられます。 

続いて、19ページ 2番及び 3番は借り手が同じであるので、合わせて説明します。 

借り手はいずれも、記載のとおり同一であり、貸し手及び所在、地目、面積、利

用目的、貸借期間につきましては、記載のとおりとなっております。 

続いて、4番は、農地所有適格法人による利用権賃貸借の案件であります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載

のとおりとなっております。 

借り手につきましては、平成○○年に○○○○としての体制を整え、平成○○年 4

月に○○○○○○として○○しました。 

経営農地は、○○○を拠点に○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○しておりま

す。 

続いて、20 ページ 5 番の借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸

借期間については、記載のとおりとなっております。 

続いて、6番の借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間につ

いては、記載のとおりとなっております。 

続いて、7番は、解除条件付一般法人の案件であります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載



 12 

のとおりとなっております。 

借り手につきましては、平成○○年 4 月に○○○○○として体制を整え、同年 4

月に○○○○として○○○しました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、等の事業展開をして

おり、また○○○○○○の○○○○でもあります。経営農地は、○○○を拠点に○

○○○㎡を有し、また、農地銀行を通して○○㎡、中間管理機構を通して○○○で

○○㎡を貸借しております。 

続いて、21 ページ 8 番の借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸

借期間につきましては、記載のとおりとなっております。 

続いて、9番は利用権貸借の再設定となります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載

のとおりとなっております。 

続いて、21ページ 10番～22ページ 11番は利用権貸借の更新です。すなわち、前

回と全く同じ条件で再設定するものです。 

21ページ 10番の借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間に

ついては、記載のとおりとなっております。 

22ページ 11番の借り手・貸し手、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間につい

ては、記載のとおりとなっております。 

 引き続き 23ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。 

１番～5番まであり、解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなってお

ります。 

以上、全ての案件の借手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積 20ａ、また、

農作業従事日数年間 150 日を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的

に利用しております。 

これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適

合していることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満

たしております。 

以上の案件であります。 

○議長（西名会長） 

    事務局から議案第 4号の案件についてについて説明がありました。 

ここで、地元委員から説明が必要な案件があります。これは所有権移転や新規就

農者及び法人が関係する案件若しくは特殊な案件について原則説明をいただくこと

としております。 

それでは、1番の案件につきましては新規就農者の案件ですので、千代田地区の飯

沼委員より補足の説明をお願いします。 

○千代田地区委員（飯沼委員） 

    1番の案件ですが、この方は○○の方で、○○○○年目とのことです。 
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    2 年ほど前まで、○○○○○○○をしていましたが、○○を残し、○○で甲     

府にきたとのことです。去年あたりから農作物の試作をしました。○○○○○○○

○○を作りまして、知り合いの○○○○○○に納入するとのことです。 

ある程度見通しもついたので、今年度から○○○○○○○○○とのことです。 

仲間の方もこのことを注視しており、成功するようであれば、我々も参加したい

ということで、ゆくゆくは、○○○○○○にしたいということです。 

地元に、農業後継者がいない中で、一生懸命頑張っております。 

○議長（西名会長） 

    たいへん心強い新規就農者がでてきたということで、多くの耕作放棄地が利用さ

れることになればありがたいと思います。 

    私から質問ですが、○○○○○○とはどのような野菜ですか。 

○千代田地区委員（飯沼委員） 

    ○○○○○○○のようです。 

○議長（西名会長） 

    植田委員、いかがですか。 

○植田委員 

    レタスを細長くしたような野菜で、○○○○の焼肉やキムチを巻いて食べるよう

です。 

○議長（西名会長） 

    名前だと分からなかったのですが、聞いてみると食べたことがありました。 

    ありがとうございました。 

    つづきまして、利用権設定 4 番の案件については、農地所有適格法人の案件です

ので、中道地区の土屋三千雄委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    4番の案件ですが、白井町の中の○○○○の持ち主が○○○に住んでいるのですが、

私が紹介した次第です。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    7番の案件も土屋委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    この案件は、下向山の案件も入っておりますが地主の方が、私の知人で、そのた

め担当した次第です。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    ひととおり、補足説明が終りました。 

    質疑がある方は、ご発言ください。 

    《 質問・意見無し 》 

○議長（西名会長） 

    それでは、意見もないようですので、ここで賛否確認のために議案第 4 号ご賛成

される方は挙手をお願いします。 
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   《 全員挙手 》 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、議案第 4 号につきましては、決定をして

まいります。 

    また報告第 6号については、報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

    以上で、5月の定例会の審議は終了しました。 

スムーズに短時間で終りました。委員の皆さんもご協力に感謝しまして、議長

の席を降ろさせていただきます。ごくろうさまでした。 

         

午後２時５５分 閉会 

 

なお、総会終了後事務局から次の事項の事務連絡が行われた。 

（１） 平成 29年度甲府市農業行政施策に関する提言書の回答について  

（産業部農政課 保坂 課長、 農地再生担当課 林野 課長 ） 

（２） 6 月の行事予定について （庶務、農地係 振興係） 

 

 

 

 

 

 

会     長                   ㊞ 

 

 

 

 

議事録署名委員                   ㊞ 

 

 

 

 

議事録署名委員                   ㊞ 


